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6月の税務と労務6月 （水無月）JUNE

国　税／5月分源泉所得税の納付 
 6月10日
国　税／所得税の予定納税額の通知 
 6月15日
国　税／ 4月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等） 6月30日
国　税／10月決算法人の中間申告 
 6月30日
国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消

費税等の中間申告（年3回の
場合） 6月30日

地方税／ 個人の道府県民税及び市町
村民税の納付（第1期分） 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役
場に提出） 　6月30日

　法人設立時に必要な「法人設立届出書」、「給与支払事務所等の
開設・移転・廃止届出書」の提出など、複数の行政機関への各種
手続をマイナポータルでのオンラインサービスで一度に行えるシ
ステム。2月からは設立登記などにも対応し、全ての手続きに拡
大されています。



6 月号─2

　

労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
と
き
は
、

労
働
基
準
法
や
労
働
安
全
衛
生
法
そ

の
他
の
法
令
に
定
め
ら
れ
た
ル
ー
ル

に
基
づ
い
て
就
業
さ
せ
、
そ
れ
に
対

す
る
賃
金
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
雇
い
入
れ
る
前
の
募
集
・
採

用
活
動
に
お
い
て
も
職
業
安
定
法
そ

の
他
の
法
令
を
踏
ま
え
た
上
で
行
う

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
採
用
活
動
に
お
け
る
留

意
点
と
し
て
、
令
和
二
年
二
月
に
施

行
さ
れ
た
募
集
・
採
用
時
の
年
齢
制

限
の
例
外
（
三
五
歳
以
上
五
五
歳
未

満
の
い
わ
ゆ
る
就
職
氷
河
期
世
代
を

対
象
）、
同
年
三
月
に
施
行
さ
れ
た

一
定
の
求
人
者
か
ら
の
求
人
不
受

理
、
同
年
四
月
に
施
行
さ
れ
た
募
集

時
の
明
示
事
項
追
加
（
受
動
喫
煙
防

止
措
置
の
状
況
）、
令
和
三
年
四
月

に
施
行
さ
れ
た
職
業
安
定
法
に
基
づ

く
指
針
の
改
正
（
職
業
紹
介
事
業
者

が
「
お
祝
い
金
」
な
ど
の
名
目
で
の

金
銭
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
）
に
関

し
て
、
ご
説
明
し
ま
す
。

一
　
採
用
・
選
考
時
の
ル
ー
ル

　

採
用
・
選
考
時
は
、
差
別
禁
止
な

ど
の
一
定
の
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て

い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
採

用
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

㈠　

年
齢
制
限
の
禁
止

　

事
業
主
は
労
働
者
の
募
集
及
び
採

用
に
つ
い
て
、
年
齢
に
か
か
わ
り
な

く
均
等
な
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
原
則
と
し
て
、
年
齢
制
限
を

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
例
外
も
設

け
ら
れ
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
、「
就

職
氷
河
期
世
代
の
募
集
や
採
用
」
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
就
職
氷
河
期
世
代
の
不
安

定
就
労
者
・
無
業
者
に
限
定
し
た
募

集
・
採
用
で
あ
っ
て
、
期
限
を
決
め

な
い
労
働
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
職
業
に
就
い
た
経
験

が
あ
る
こ
と
を
求
人
の
条
件
に
し
な

い
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
も
の
で

す
。

　

就
職
氷
河
期
世
代
を
対
象
と
す
る

求
人
に
つ
い
て
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

へ
の
求
人
申
込
み
に
加
え
て
、
直
接

募
集
や
求
人
広
告
、
民
間
職
業
紹
介

事
業
者
へ
の
求
人
申
込
み
等
の
方
法

を
併
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
（
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
）。

㈡　

性
別
に
よ
る
差
別
の
禁
止

　

労
働
者
の
募
集
・
採
用
に
お
い
て

性
別
に
か
か
わ
り
な
く
均
等
な
機
会

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

性
別
に
よ
る
差
別
は
、
募
集
・
採

用
の
対
象
か
ら
男
女
の
い
ず
れ
か
を

排
除
す
る
こ
と
や
、
募
集
・
採
用
の

要
件
を
男
女
で
異
な
る
も
の
と
す
る

こ
と
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。

　

ま
た
、
業
務
上
の
必
要
性
な
ど
、

合
理
的
な
理
由
が
な
い
場
合
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
募
集
・
採
用
に
お
い
て

労
働
者
の
身
長
・
体
重
・
体
力
を
要

件
と
す
る
こ
と
や
転
居
を
伴
う
転
勤

に
応
じ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と

も
、
男
女
い
ず
れ
か
一
方
に
相
当
程

度
の
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
と
な
る

（
間
接
差
別
と
い
い
ま
す
）
た
め
、

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈢　

公
正
な
採
用
選
考

　

就
職
の
機
会
均
等
を
確
保
す
る
た

め
に
、
応
募
者
の
基
本
的
人
権
を
尊

重
し
た
公
正
な
採
用
選
考
に
つ
い
て

の
配
慮
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
家
族
状
況
や
生
活

環
境
と
い
っ
た
、
応
募
者
の
適
性
・

能
力
と
は
関
係
な
い
事
柄
で
採
否
を

決
定
し
な
い
こ
と
な
ど
が
該
当
し
ま

す
。

　

そ
の
た
め
、
応
募
者
の
適
性
・
能

力
に
関
係
の
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、

応
募
用
紙
に
記
入
さ
せ
た
り
、
面
接

で
質
問
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
把

握
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要

で
す
。

㈣　

障
害
者
へ
の
差
別
禁
止
と
合
理

的
配
慮
の
提
供

　

事
業
主
は
労
働
者
の
募
集
及
び
採

用
に
お
い
て
、
障
害
者
で
あ
る
こ
と

を
理
由
に
差
別
す
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
か
ら
必
要
な
配
慮

人
事
担
当
者
が
覚
え
て
お
き
た
い

「
採
用
活
動
時
の
留
意
点
」



3─6月号

の
申
出
等
を
受
け
た
場
合
は
、
合
理

的
な
配
慮
の
提
供
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

例
を
あ
げ
る
と
、
問
題
用
紙
を
点

訳
・
音
訳
す
る
こ
と
・
試
験
な
ど
で

拡
大
読
書
器
を
利
用
で
き
る
よ
う
に

す
る
こ
と
・
試
験
の
回
答
時
間
を
延

長
す
る
こ
と
・
回
答
方
法
を
工
夫
す

る
こ
と
な
ど
が
あ
た
り
ま
す
。

二
　
労
働
条
件
の
明
示

㈠　

明
示
事
項

　

労
働
者
の
募
集
や
求
人
申
込
み
の

際
に
、
少
な
く
と
も
次
の
事
項
を
書

面
の
交
付
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
求
職
者
等
が
希
望
す
る

場
合
に
は
、
電
子
メ
ー
ル
等
に
よ
る

こ
と
も
可
能
で
す
。

①　

業
務
内
容

②　

契
約
期
間

③　

試
用
期
間
の
有
無
お
よ
び
内
容

④　

就
業
場
所

⑤　

労
働
時
間（
注
１
）

⑥　

休
憩
時
間

⑦　

休
日

⑧　

時
間
外
労
働

⑨　

賃
金（
注
２
）

⑩　

社
会
、
労
働
保
険
の
加
入
状
況

⑪　

募
集
主
、
求
人
者
の
氏
名
ま
た

は
名
称

⑫　

派
遣
労
働
者
と
し
て
雇
用
す
る

場
合
は
そ
の
旨

⑬　

受
動
喫
煙
防
止
措
置
の
状
況

（
注
１
）　

裁
量
労
働
制
が
適
用

さ
れ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
明
示

す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

例
え
ば
、「
専
門
業
務
型
裁

量
労
働
制
に
よ
り
、
出
退
勤
の

時
間
は
自
由
で
あ
り
、
八
時
間

働
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま

す
。」な
ど
。

（
注
２
）　

時
間
外
労
働
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
、
一
定
の
手
当
を

支
給
す
る
制
度（
い
わ
ゆ
る「
固

定
残
業
代
」）
を
採
用
す
る
場

合
は
、次
の
記
載
が
必
要
で
す
。

・　

計
算
方
法
（
固
定
残
業
代

の
算
定
の
基
礎
と
し
て
設
定

す
る
労
働
時
間
数
（
固
定
残

業
時
間
）
及
び
金
額
を
明
ら

か
に
す
る
も
の
に
限
る
。）

・　

固
定
残
業
代
を
除
外
し
た

基
本
給
の
額

・　

固
定
残
業
時
間
を
超
え
る

時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
及

び
深
夜
労
働
分
に
つ
い
て
の

割
増
賃
金
を
追
加
で
支
払
う

こ
と
。

㈡　

明
示
時
期

　

原
則
と
し
て
、
求
職
者
と
最
初
に

接
触
す
る
時
点
ま
で
に
、
労
働
条
件

の
明
示
を
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
記
載
欄
が
足
り
な
い
等

の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
れ
ば
、

労
働
条
件
の
一
部
を
別
途
明
示
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
明
示
し
た
内
容
の
変
更
・

追
加
・
削
除
な
ど
が
あ
る
と
き
は
、

変
更
内
容
の
明
示
が
必
要
で
す
。

　

変
更
の
明
示
は
、
次
の
①
の
方
法

が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

②
の
方
法
に
よ
り
明
示
す
る
こ
と
も

可
能
で
す
。

①　

当
初
の
明
示
と
変
更
さ
れ
た
後

の
内
容
を
対
照
で
き
る
書
面
を
交

付
す
る
方
法

②　

労
働
条
件
通
知
書
に
お
い
て
、

変
更
さ
れ
た
事
項
に
下
線
を
引
い

た
り
着
色
し
た
り
す
る
方
法
や
、

脚
注
を
付
け
る
方
法

三
　
職
業
紹
介
事
業
者
に

　
　
　
　
　
　
関
す
る
改
正

㈠　

お
祝
い
金
等
の
禁
止

　

従
来
、
職
業
紹
介
事
業
者
が
、
自

ら
紹
介
し
た
就
職
者
に
対
し
転
職
し

た
ら
お
祝
い
金
を
提
供
す
る
な
ど
と

持
ち
か
け
て
転
職
を
勧
奨
し
、
繰
り

返
し
手
数
料
収
入
を
得
よ
う
と
す
る

事
例
が
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
は
労
働
市
場
に

お
け
る
需
給
調
整
機
能
を
歪
め
、
労

働
者
の
雇
用
の
安
定
を
阻
害
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
令
和
三
年
四
月
か

ら
、「
お
祝
い
金
」
そ
の
他
こ
れ
に

類
す
る
名
目
で
、
求
職
者
に
社
会
通

念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
程
度
を
超

え
て
金
銭
な
ど
を
提
供
す
る
こ
と
に

よ
り
求
職
の
申
し
込
み
の
勧
奨
を
行

う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

㈡　

求
人
の
不
受
理

　

職
業
紹
介
事
業
者
は
、
原
則
と
し

て
す
べ
て
の
求
人
を
受
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
求
人
な
ど

受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
三
月
以
降
は
、
一
定
の

労
働
関
係
法
令
違
反
（
例
：
一
年
間

に
二
回
以
上
、
同
一
の
対
象
条
項
違

反
に
よ
り
是
正
指
導
を
受
け
た
等
）

の
求
人
者
に
よ
る
求
人
や
暴
力
団
員

な
ど
に
よ
る
求
人
に
つ
い
て
も
受
理

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
し

た
。
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　業務に起因して新型コロナウイルスに感
染したものであると認められる場合、労災
保険給付の対象となります。
１　医療・介護従事者
　医療・介護従事者等は、業務外で感染し
たことが明らかである場合を除き、原則と
して労災保険給付の対象となります。
２　医療・介護従事者以外
　個別の事案ごとに業務の実情を調査の
上、業務との関連性が認められる場合には、
労災保険給付の対象となります。
　感染経路が判明し、感染が業務によるも
のである場合は、労災保険給付の対象とな
り、感染経路が判明しない場合であっても、
感染リスクが高いと考えられる次のような
業務に従事していた場合は、潜伏期間内の
業務従事状況や一般生活状況を調査し、個
別に業務との関連性を判断します。
①　複数の感染者が確認された労働環境下

での業務
　　請求人を含め、2人以上の感染が確認
された場合をいい、請求人以外の他の労
働者が感染している場合のほか、例えば、
施設利用者が感染している場合等が想定
されています。
②　顧客等との近接や接触の機会が多い労
働環境下での業務
　　小売業の販売業務、バス・タクシー等
の運送業務、育児サービス業務等が想定
されています。
　①・②以外の業務でも、感染リスクが高
いと考えられる労働環境下の業務に従事し
ていた場合には、潜伏期間内の業務従事状
況や一般生活状況を調査し、個別に業務と
の関連性を判断します。
　また、労働者が新型コロナウイルス感染
症のワクチン接種を受けたことにより健康
被害が生じた場合、当該ワクチン接種を受
けることが業務によるものと認められる場
合には、労災保険給付の対象になります。

業務に伴う新型コロナウイル
ス感染と労災給付

　社会保険（健康保険・厚生年金保険）の
適用拡大により、パート・アルバイトのう
ち現在は加入対象とされていない者の加入
が義務化されます。
　具体的には、企業規模に応じ段階的に行
われ、従業員数（厚生年金保険の適用対象
者数）が101人以上の企業は令和4年10月、
51人以上の企業は令和6年10月から、次
の要件を満たす者が加入対象となります。
①　週の労働時間が20時間以上30時間未
満
②　月額賃金が8.8万円以上
③　2か月以上の雇用見込がある
④　学生ではない
　厚生労働省では、実施に向けてホームペ
ージ上に「社会保険適用拡大特設サイト」
を開設し周知を始めました。サイトでは、
会社が負担する社会保険料がどのくらい変
わるのか試算できる「社会保険料かんたん
シミュレーター」や「年金額・保険料シミュ
レーション」などがあります。

社会保険適用拡大特設サイト　
従
来
、
障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
方
は
、
障
害
基
礎
年
金
等

の
額
が
児
童
扶
養
手
当
の
額
を
上
回

る
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
令
和
三
年
三

月
分
の
手
当
以
降
は
、
児
童
扶
養
手

当
の
額
が
障
害
年
金
の
子
の
加
算
部

分
の
額
を
上
回
る
場
合
、
そ
の
差
額

を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て
受
給
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
令
和
三
年
三
月
一
日
時
点
で
支
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
は
、
令
和

三
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
申
請
す
れ

ば
、
令
和
三
年
三
月
分
の
手
当
か
ら

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
障
害
年
金
以
外
の
遺
族
・

老
齢
年
金
等
に
つ
い
て
は
従
来
の
取

り
扱
い
（
年
金
額
が
児
童
扶
養
手
当

額
よ
り
も
低
い
場
合
に
、
そ
の
差
額

分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き

る
）
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

児
童
扶
養
手
当
と
障
害
年
金
の
併
給


